
令和 6年度 率申奈川県行政書士会小麗原支部

定時総会議事録

令和 6年 5月 22日 (水)17時 30分 よりおだわら市民交流センターUMECO会議室

1, 2, 3に おいて定時総会が開催された。

定刻に中村総務部長の司会のもと、開催の辞が述べられ、小泉支部長より挨拶の後、総会

次第に従い議事が開催された。

司会者より、 ド記の通 り出席状況と神奈川県行政書士会小田原支部規則 (以下「規則」と

いう。)に より定められた、総会成立に必要な定足数が充足されていると報告があった。

支部会員総数 (令和 6年 3月 31日現在)   113名
出席会員総数 (委任状 58名 出席者含む)    87名

続いて、司会者は、規則 13条 に基づく総会議長の選任につき役員会の推薦者により、議

場に諮ったところ、異議なく賛成されたので、議長が選任された。

議長  長尾 影正 会員

議長は、議事に先立ち、書記として下記の者を指名し、その就任の承諾を得た。

書記  石綿 竜人

続いて、議事の審議に入った。

第 1号議案 令和 5年度事業報告並びに決算報告承認の作

各部並びに監査報告後、下記の通り6件の質問状の質疑応答が行われ、国答後直ちに採決

:こ 入 り異議なく承認された。

(1)支部 HPの活用及びメーリングリストについて

・利便性についてはベージの更新を行っている。

・会員エリアのアクセス数は、2655国 であり、前年度より4%減である。

・HPト ップベージのアクセスは2812回 であり、HPを通じた業務依頼は0件である。

・支部メーリングリストの登録数は令和 4年度末不明であり、令和 5年度末は85名 とな

つている。

(2)支部会員名簿入リバンフレットの作成について

・置き場所、利用法、費用対効果が不明であり、HP会員名簿と変わらない。

(3)支部相談会相談員の手当に関わる支部運営規定の一部改正案について

。規定は役員会にて改正できる為役員会にて検討する。また、必要があれば今年度の役員

会にて改廃の検討をする。



(4)マ 摯ニエ余嶋絡議会での受付担当者の日当 :こ ついて

'支部機 1120楽 2畷を機拠に、今和 :;年 12埋 11日役盤会にて決緩され、令和‐1年 `=

薄ま摯支給している。

(3)HPでの問い合わせ件瘍 について

'聞い合わせ:ま 2作、議案への難戦が漏れていたため後 :農 どメールにて送付させていただ

に、業務依頼以外の蘭い合わせは、書構が2件であるっ

(6)'スモス特命幹事の事業報群について

'コ スモスと支都との連携強化が活動であると解釈しているっ空き家対策については、文

椰靭当|ま 中1寸 会彙、南 会難の両余轟であ 1つ 業務としての活動 こは至‐,て いない。

第 2号議案 令灘ぶ年度事業計画難びに収支 ::甚 算摯諾の件

各部織奮後、
~下

記の議 |,1件の質問戦鉾賛疑応答が行われ、国答後直ちに採決に入り異議

なく承認された。

(1)支郡 HPの活踏について

'各都への情報のアップを要望する。また、[IP l:1当 の設置をしている。HP改良賓用は

111P Φ更新費用であり、月 5千 間でやっていただける内容である。

第 3号議案 支部役彙選任 t′ )作

下鑢の燿 1,1件の賞聞状の賞疑応答が行われ、回答後直ろ:こ 採決 :こ 入シ異畿なく承認され

た。

(1)支部機織 :こ ついて

'続織焼賣は規員崚 更が必要であり、部内での棲みオ |:ヤ を籐先した方が良い〕部内に複数

の競当部長を置く場合、譲部長も置かなければならなくなる。

:1)時 13分 小満副支部長の開会の言葉で終
「
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